
１．事業者の概要

 経営事業者の名称

 法人所在地

 代表者氏名

 電話番号

 ＦＡＸ番号

 認可年月日／認可番号

 ホ－ムペ－ジ

２．事業の目的と運営の方針

あなたのご利用グループホーム

 種　類

 目　的

 名　称

 責任者名

 サービス管理責任者名

 所在地

 主たる対象者

 運営方針

 電話番号/ＦＡＸ番号

 電子メ－ル

 ホ－ムペ－ジ

 開設年月日

 入所定員 ７名

愛媛県伊予郡松前町大字徳丸1150

身体障害者

グループホーム こいこい

http://home.e-catv.ne.jp/himehelp/

　施設・設備の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次のとおり説明します。

H26.5.1

特定非営利活動法人えひめ障害者ヘルパーセンター

愛媛県松山市紅葉町3-45

理事長　金村厚司

別紙　運営規程による

グループホーム こいこい

木下久美

　この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定に基づき、文章により説明を行うもので
す。

TEL　０８９－９８４－５１１０/　FAX　０８９－９９４－５２５１

共同生活援助重要事項説明書

gurupuhomu.koikoi@ruby.plala.or.jp

089-925-0810

089-925-0821

　認証：平成14年8月19日　 登記：平成14年8月26日　/　62

http://home.e-catv.ne.jp/himehelp/

共同生活援助事業所・平成26年5月1日指定

入居者に対し共同生活を送る住居において食事の提供、その他日常生活上の援
助を行います。

管理者　木下久美

　特定非営利活動法人えひめ障害者ヘルパーセンターは、入居者に対して外部サービス利用型指定共同生
活援助（グループホームサービス）を提供します。
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３．こいこい事業部の概要

　（１）こいこい事業部

 構造

 敷地面積 883.09 ㎡

 延床面積 274.05 ㎡

　（２）　主な設備　１階（　125.55　　㎡）

 設備の種類

 事務室 1

 静養室 1

 ダイニングキッチン 1

 洗面・浴室 2

 トイレ 1

 １階合計 6

　（３）　主な設備　２階（　148.50　　㎡）

 設備の種類

 居室

 トイレ

 ２階合計

　（４）　職員体制

管理者 (常勤兼務）

サービス管理責任者（常勤兼務） 

世話人 

1名

1.1名

1名

ただし、厚生労働省令で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。

1名

職種 員数

6名以上

常勤換算後の職員
指定
基準

備考

1名

2.4名

1 9.69　㎡ 共有

8 94.74　㎡

室数 面積 一人当たり面積

7 85.05　㎡ 12.15　㎡

7.29　㎡ 共有

89.99　㎡

備考

木造２階建

11.81　㎡ 共有

面積

15.4　㎡ -

室数 一人当たり面積

9.99　㎡ 共有

45.5　㎡ 共有

1名 1名

備考



４．職員の勤務体制

職種

管理者

 世話人

 世話人（パート）

 サービス管理責任者

５．グループホームサービスの概要

（１）　入居者の定率負担額

　　別紙、グループホームこいこいの生活援助個人利用説明書のとおりです。

（２）　訓練等給付費から給付されるサービス

　①基本的な生活にかかわる支援

種　類

 調　理

　代筆・代読・洗濯

　整容・清掃・整理整頓

　　なお、入居者個々人について提供するサービスの内容については、｢共同生活援助利用契約書（グルー
プホームサービス利用契約書）｣第５条により作成する個別支援計画にもとづくものとします。

日勤　　９：００～１８：００

内　　　　容

　朝　食（　7：30　～　8：15　）　　夕　食（　18：00　～　18：45　）

＜食事時間＞ 食　事

支援の必要な入居者に対し、食事を提供します。また、個人で調理される方に
ついて希望者には状況に応じた支援をします。

常に清潔・安全衛生に配慮した調理場環境を整えます。

入居者の状況に応じて適切な支援をします。

朝勤務　７：００～９：３０　日勤　７：００～１６：００
宿直  １７：0０～２１：００　　２１：００～７：００　/ 　１６：００(１５:３０)～２１：００　　２１：００～７：００
（22時巡回）

日勤　　９：００～１８：００

勤務時間

朝勤務　７：００～１１：００　日勤　９：００～１８：００　１１：００～１７：００
宿直　　１７：0０（１６：００）～２１：００　　２１：００～７：００（22時巡視）

　　訓練等給付費（市町から支給される額及び入居者の定率負担額等）の範囲内で提供するサービスの内
容は以下のとおりです。

　昼　食（　12：00　～　12：45　）



　②日中活動にかかわる支援

種　類

 日中活動支援

　③社会生活にかかわる支援

種　類

 金銭管理・人間関係

 相談及び援助

　④保健医療にかかわる支援

種　類

 健康管理

 服薬・通院・治療

６．苦情申立先

７．虐待防止に関する事項

入居者及びその法定代理人または身元引受人等からの相談については、必要
に応じて相談を受け支援を行うよう努めます。

内　　容

入居者の状況に応じて適切な支援をします。

８．身体拘束等の適正化について

所在地：伊予郡松前町大字筒井631番地

電話番号：　　089-985-4112

入居者の状況に応じて適切な支援をします。

入居者の状況に応じて適切な支援をします。

身体拘束等の適正化を図るために、下記の対策を講じます。
（1）身体拘束等の適正化のための対策を検討する身体拘束適正化委員会を設置します。
（2）身体拘束等の適正化のための指針を整備します。
（3）従業者に対する身体拘束等の適正化のための研修を実施します。

松前町役場福祉課

電話番号：　　089-912-2420

所在地：　〒790-8570　松山市一番町4-4-2
愛媛県障がい福祉課

内　　容

入居者の状況に応じて適切な支援をします。

 苦情解決委員会
受付担当者：　金村厚司

責任者：　木下久美

内　　容

 事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、下記の対策を講じます。
（1）虐待防止に関する責任者を選定します。　　虐待防止に関する責任者　：　管理者　木下久美
（2）成年後見制度の利用を支援します。
（3）苦情解決体制を整備しています。
（4）従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。
（5）虐待防止委員会を設置し、虐待の未然防止や虐待事案発生時の検証、再発防止策の検討などを行いま
す。



９．協力医療機関

(協力医療機関）

 医療機関名

梶原クリニック

にこにこクリニック

塩崎歯科

１０．非常災害時の対策

 非常時の対応

 防災訓練

 防災設備 ・消火器      　　　　　 あり ・ガス漏れ警報機 あり

１１．グループホームこいこいを利用の際に留意していただく事項

 設備・器具の利用

 貴重品の管理

 宗教・政治・営利活動

 動物飼育

 衛生保持

 防災対策

診療科目電話番号

災害時被災状況の公表及び安否確認
 事業所は、被災状況について公的機関等を通じて公表するものといたします。入居者個人の安否について
は直接施設へお問い合わせください。

　グループホームこいこいを利用されている方々の生活の場としての快適性や安全性を保つため、次に掲げ
る事項についてご留意ください。

グループホームの設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。これに反
した利用により破損等が生じた場合は賠償していただくことがあります。

愛媛県松山市平和通6-9-6
野中ビル302

内科・皮膚科・精神科089-995-8360

入居者の思想・信教は自由ですが、他の入居者や職員に対し、迷惑を及ぼすよ
うな宗教活動、政治活動、営利に関する勧誘は禁止します。

グループホーム内へのペットの持ち込みについては、ご遠慮ください。

グループホーム内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力下さい。

火災予防の規律に関しては特に注意を払い、必ず守って下さい。
居室のカーテンは防炎表記のものを設置してください。

愛媛県伊予郡松前町出作219 089-984-1325

愛媛県伊予郡松前町出作1-1

　協力医療機関は、入院治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただし、優先的な診
療・入院治療を保証するものではありません。

089-960-3197 内科

所在地

歯科

防災計画・避難確保計画

○防災計画及び避難訓練等
非常災害に備え、消防、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者
を置き、地域と協力し防災に対応するほか、定期的に年2回の避難、防災、消防
等必要な訓練を実施します。

入居者の所有する貴重品につきましては、ご自身の責任において管理していた
だくことが原則です。紛失等の事故に対する責任は、特定非営利活動法人えひ
め障害者ヘルパーセンターで負うことは出来ません。



１２．訓練等給付費支給外サービス（入居者負担によるサービス）

　①社会生活上の便宜

種類

 ガイドヘルプサービス

　②その他利用者の希望により提供するサービス

種類

 その他

１３．利用料及び支払方法

事業所名

ひめヘルプ

　　訓練等給付費支給外サービスを提供した場合は、利用料金をいただきます。なお、利用料金明細につき
ましては、特定非営利活動法人えひめ障害者ヘルパーセンター共同生活援助個人利用説明書によりご確認
下さい。

別紙、グループホーム こいこい共同生活援助個人利用説明書のとおりです。

退所後は速やかに持ち込み物品をお引取り下さい。特定非営利活動法人えひ
め障害者ヘルパーセンターが残置物を引き渡す場合は実費をいただきます。

１４．受託居宅介護サービス事業者

入居者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認め
られる場合、必要な措置をとることができるものとします。

事業所所在地

松山市高砂町2丁目3番3号

 その他

ひめヘルプの運営規程により実施します。

内　　容

その場合、入居者等のプライバシー等の保護について十分な配慮を行います。

１５．緊急時等における対応方法

内　　容

受託居宅サービスについては、外部事業所と受託援助契約を結ぶこととする。

従業員は、現に外部サービス利用型指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状の急
変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の処置を講ずるとともに、
管理者に報告するものとする。



１７．第三者評価の実施状況の有無:　　無有

１８．感染症対策

（1）事業所は、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備します。
（2） 事業所は、対策を検討する委員会を年に２回程度、定期的に開催するとともに、その結果に
ついて、従業者に周知徹底をはかります。また従業者に対し、感染症または食中毒の予防及び蔓延
の防止のための研修を定期的に実施します。
（3） 以上のほか、別に厚生労働大臣が定める感染症または食中毒が疑われる際の対処等に関する
手順に沿った対応を行います。

１６.　苦情解決について
1．事業所は、提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関する利用者又はその家族からの苦情に
迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2．提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第10条第1項の規定により市町が行う報告若
しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問もしくは外部サービス利用型
共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族から
の苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町からの指導又は助言を受けた場合は、該当指導
又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3．提供した外部サービス利用型指定共同援助に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報
告若しくは外部サービス利用型指定共同生活援助の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の
命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う
調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って改
善を行うものとする。

4．提供した外部サービス利用型指定共同生活援助に関し、法第48第1項の規定により都道府県知事又は
市町長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若し
くは外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件調査に応じ、及び
利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町長が行う調査に協力するとともに、都道府
県知事又は市町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものと
する。

5．社会福祉法（昭和26年法律第45号）第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行
う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。



　　令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

入 居 者 住　　所　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

法 定 代 理 人 住　　所　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

氏　　名 印

身 元 引 受 人 住　　所

氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 印

　　令和　　　　　　年　　　　　月　　　　　　日

事 業 所

 印

説　明　者　　　  　 　　　　　　　　　　　　　　　 印

　私は、本書面に基づいて特定非営利活動法人 えひめ障害者ヘルパーセンター　理事長・グループホーム
こいこい  管理者より、上記重要事項及び共同生活援助個人利用説明書の説明を受けたことを確認します。

名　　称   

 当法人は、　　　　　    　　　　　様に対する共同生活援助（グループホーム）の提供にあたり、上記の通り重
要事項及び共同生活援助個人利用説明書について説明しました。

住　　所　　   　 　                 


